
●大阪市の１０％通勤・通学圏は、大阪府域を越え、隣接府県（兵庫、京都、
奈良、三重、和歌山）の一部の市町村を含み、４０ｋｍ圏外にも広がりを見
せる

京都市

神戸市

60km
40km

通勤・通学１０％件は、H17国勢調査より計算。市町村は、平成２２年３月末日までの市町村合併を反映。
中心市は、
①他の市町村へ１０％以上通勤・通学をしていない。
②１つ以上の市町村が、通勤・通学者の１０％以上を当該市へ送り出している。
のみで設定。
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6.大阪の状況 ～大阪市の10%通勤・通学圏～

出典：第30次地⽅制度調査会第７回専⾨⼩委員会（Ｈ24.2）資料


